
●期日前投票ができる場所と日時

期日前投票の流れ

投票できる人

不在者投票はお早めに！

当日の投票所では

注1.「居住証明書」の発行（県内いずれの市町でも可能。）

平成6年3月17日以前に生まれた人

入場券の“うら”の
宣誓書を記入

※あらかじめ自宅で書いてくると、受付が早く済みます。

期日前投票所で
投票用紙に記入

投票用紙を
直接投票箱へ

「投票所入場券」を失くしても、選挙人名簿を確認の上、投票することができます。

投票日に投票に
行けない人は、
期日前投票を
しましょう。

●平成25年12月2日以降に転出・転入された人は・・・

●遠方にいる人は・・・
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（入場券のうら）

任期満了に伴う石川県知事選挙が実施されます。
選挙は、わたしたちの代表者を選ぶという重要な意義を持っています。　　
一人一人が主権者であるという自覚を持ち、価値ある一票を投じましょう。
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面
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票を投じましょう。

期日前投票をする人は、
あらかじめ、自宅などで
記入してください。

当日は、そのまま
お持ちください

●投票所　入場券が届きます

３月16日　は
告示日2月2 7日（ 木 ）

石川県知事選挙
です！

日投票日年 齢

七尾総合市民体育館

会場の都合で、参観人の数に制限があります。

場 所

３月１６日　　 ２１：２０～（予定）日 時

参観人の制限

石川県知事選挙の詳しい内容は
七尾市ホームページでも
ご覧いただけます。

七尾市選挙管理委員会（総務課内）

平成25年12月1日以前から住民登録がある人
2月15日以降に市内転居された人は、転居前住所の投票所で投票してください。

住 所

発行日時

発行場所

1

2

市民課（ミナ．クル2階）および田鶴浜、中島、能登島市民センター

開閉時間 ７：００～２０：００

２月２８日（金）～3月16日（日）
8：30～17：00 

　仕事や用事でほかの市町村に滞在・長期出張している

人は、郵便で「投票用紙」を請求し、滞在地の選挙管理委員

会で不在者投票ができます。詳しくは七尾市選挙管理委

員会にお問い合わせください。

●病院や施設にいる人は・・・
　石川県選挙管理委員会が指定した病院や施設などに

入院・入所されている人は、お早めに病院長や施設長へ

申し出てください。入院・入所している施設で不在者投

票ができます。

●身体に重度の障害がある人は・・・
　両下肢・体幹の１級、２級、要介護５など、一定の要件を

満たす人は、自宅で郵便による不在者投票ができます。詳

しくは七尾市選挙管理委員会まで、お早めにお問い合わ

せください。

　入場整理券などで、投票所、投票時間をあらかじめ確認の上、投票所にお越しください。その際、郵送した投票所
入場券をお持ちください。万が一、忘れた場合でも投票はできます。

3月15日（土）および3月16日（日）は20時まで

一部の投票所は１８時まで

開 票

検 索七尾市お問い
合わせ ☎53-1111

日

投票の有無 投票できる場所 備   考
県外へ転出

県内へ転出

県内から七尾市へ転入

県外から七尾市へ転入

七尾市

前住地

×

× ×

×

注1.○ ※居住証明書が必要

注1.○ ※居住証明書が必要 前住地の選挙人名簿に登録されていること

今回の選挙は投票できません

再転出の場合×

場　所 日　　　時

市役所本庁
田鶴浜市民センター
中島市民センター
能登島市民センター

８：3０～
２０：００まで

2月28日金

3月15日 土

石川県知事選挙

3月16日（日）
投票日票日

みんなで投票
大切な一票

見
本

見
本

※印鑑はいりません。

3/15までの転出は、期日前投票可

18七尾ごころ19 七尾ごころ


